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　   平成28年６月  葉町議会定例会

完成が待たれる
コンパクトタウン（中満地区）

　平成28年第４回定例議会は、６月８

日から10日までの３日間の会期で行わ

れました。

　平成28年度各会計補正予算２件、条

例の制定１件、条例の改正２件、工事請

負契約の変更１件、土地の取得３件、建

物の取得１件、専決処分９件、固定資産

評価審査委員会委員の選任１件、陳情２

件を審議しました。

　提出された議案は、慎重に審議した結

果、すべて原案のとおり可決しました。

補正予算

平成28年度一般会計補正予算

　予算総額に6億2,699万６千円を追加し、予算総

額を143億1,290万円とするものである。

　主な内容は、竜田駅西側整備基本計画の策定委託

や中満地区に予定している商業施設の整備促進業務

委託、町営住宅の修繕、災害公営住宅の敷地造成工

事などである。【全員賛成：可決】

平成28年度住宅用地造成事業特別会計補正予算

　予算総額に1,455万９千円を追加し、予算総額

を１億4,655万９千円とするもので賛成全員、原

案のとおり可決。【全員賛成：可決】
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　   平成28年６月  葉町議会定例会

改　　正

制　　定

報　　告

ふるさと応援寄付条例の改正

　ふるさと応援寄付をする者が指定する使途事業

に、東日本大震災からの復興に資する事業等を追加

するための改正。【全員賛成：可決】

下水道条例の改正

　下水道法施行令の一部を改正する政令の施行に伴

い、水質基準等について改正する必要があるため。

【全員賛成：可決】

特定用途建築物の建築に係る手続き条例

　旅館、ホテル、寄宿舎、共同住宅等特定用途建築

物の建築に先立つ手続きとして、基本的な事項を定

めることにより、町内の安全かつ快適な生活環境の

確保及び秩序ある土地利用を図り、より良いまちづ

くりを推進することを目的とする。

【全員賛成：可決】

平成27年度一般会計
繰越明許費繰越計算書

　固定資産台帳整備事業をはじめ、計18事業につ

いて、28年度に繰り越したものである。

平成27年度下水道事業
特別会計繰越明許費繰越計算書

　下水道施設パトロールカー購入事業及び管渠築造

工事について、28年度に繰り越したものである。

平成27年度住宅用地造成事業
特別会計繰越明許費繰越計算書

　コンパクトタウン宅地造成事業について、28年

度に繰り越したものである。

平成27年度下水道事業
特別会計事故繰越し繰越計算書

　管渠災害復旧工事について、28年度に繰り越し

たものである。

承　　認

専決処分の承認

平成27年度下水道事業特別会計補正予算

　平成27年度実施事業に係る消費税及び地方消

費税の中間納付が必要となったため。

【賛成７人、反対４人：承認】

税条例の改正

国民健康保険税条例の改正

　地方税法等の一部を改正する等の法律が平成

28年３月31日に公布され、一部を除き平成28

年４月１日から施行されるため。

【全員賛成：承認】

税特別措置条例等の改正【全員賛成：承認】

　企業立地の促進等による地域における産業集積

の形成及び活性化に関する法律の地方公共団体等

を定める省令等が改正されたため。

【全員賛成：承認】

固定資産評価審査委員会条例の改正

　改正された行政不服審査法の施行について一部

見直しがなされることにより、所要の改正をする

必要があるため。

【全員賛成：承認】

平成27年度一般会計補正予算

　平成27年度実施の東日本大震災復興交付金事

業の事業費が確定したこと及び地方創生加速化交

付金の対象事業が確定したため。

【賛成７人・反対４人：承認】

平成28年度一般会計補正予算

　平成28年度実施の福島再生加速化交付金事業

の対象事業が確定したため。

【賛成７人・反対４人：承認】

町営住宅管理条例の改正

　シウ神山住宅団地の完成及び災害公営住宅への

入居に際しての保証人の取扱いに関し、住宅に困

窮する低額所得者の居住の安定を図る必要がある

ため。

【賛成９人・反対２人：承認】

地区集会所条例の改正

　シウ神山住宅地区集会所が完成したため。

【賛成９人、反対２人：承認】

緊張感をもって、
事務執行を！
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その他の議案

意 見 書

工事請負契約の変更

・工事名　　管渠布設替工事（前原・山田浜地区）

・変更前　　２億9,160万円

・変更後　　３億1,557万7,080円

　加藤建設株式会社と締結した管渠布設替工事

（前原・山田浜地区）について、工事費の増加に

より契約額を変更するものである。

【全員賛成：可決】

土地の取得

防災集団移転促進事業用地

・土地の所在　　波倉字小作１番　外７筆

・土地の面積　　5,161.06㎡

・取 得 価 格　　1,521万3,076円

　【全員賛成：可決】

竜田駅東側整備事業用地

・土地の所在　　井出字高橋36番地

・土地の面積　　476.86㎡

・取 得 価 格　　76万2,976円

　【全員賛成：可決】

 常磐自動車道（仮称）ならはスマートインターチェ

ンジ事業用地

・土地の所在　　大谷字山沢66番地　外６筆

・土地の面積　　1,001㎡

・取 得 価 格　　174万9,701円

【全員賛成：可決】

「所得税法第56条の廃止」を求める意見書

【要旨】

　所得税法第56条を廃止すること。

　【全員賛成：可決】

災害公営住宅のイメージパース

建物の取得

買取型災害公営住宅整備事業(中満地区)

・財物の所在　　北田字中満267番地１　外

・建物の構造　　木造平屋　一戸建住宅　119棟

　　　　　　　　長屋　１棟　集会所　１棟

・建物の面積　　9,029.35㎡

・取 得 価 格　　26億6,472万8,442円

【全員賛成：可決】

同　　意

固定資産評価審査委員会委員の選任

　固定資産評価審査委員会委員、渡邊正尉氏が、平

成28年７月12日で任期満了となるため。

【全員賛成：同意】

国からの「被災児童生徒就学支援等事業交付金」
による十分な就学支援を要請する意見書

【要旨】

　東日本大震災によって経済的に困窮している家庭

の子どもたちの就学等を保障するため、平成29年

度以降も全額国費で支援する「被災児童生徒就学支

援等事業交付金」による十分な就学支援に必要な予

算確保を行うこと。【全員賛成：可決】
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みなさんからの  請 願・陳 情

件　　　　　名 陳　情　者 付託委員会 審査結果 審　査　意　見

「所得税法第56

条の廃止を求め

る意見書」採択

に関する陳情書

福商連合

婦人部協議会

会長

河井千代恵

総　務 採　択

所得税法第56条は、家族

従事者の社会的・経済的自

立を妨げ、後継者不足に拍

車をかけることなどから採

択とした。

国からの「被災

児童に生徒就学

支援等事業交付

金」による十分

な就学支援を要

請する意見書の

提出を求める陳

情書

福島県

教職員組合

中央執行委員長

角田　政志

経　済 採　択

現在も楢葉町のみならず、

多くの児童生徒が県内外に

避難し、厳しい環境のなか

就学し、経済的支援を必要

としている方々が多くいる

状況を鑑み、本交付金制度

について、昨年に引き続き

継続の必要性があると判断

し、採択とした。

総務：総務環境常任委員会

経済：経済福祉常任委員会　　

全員賛成で可決 開議：平成28年６月24日
第５回

６月臨時会

天神岬温泉源泉掘削工事の締結

・契 約 方 法　　指名競争入札

・契 約 の 金 額　　１億1,880万円

・契約の相手方　　日本地下水開発㈱

　平成28年６月20日指名競争入札に付し、仮契

約を締結した天神岬温泉源泉掘削工事について、

工事請負契約を締結するものである。

国民健康保険税条例の改正

　負担の適正化を図るため、当該保険税の税率等

を見直す必要があることから改正するものであ

る。

平成28年度一般会計補正予算

　予算総額に4,662万３千円を追加し、予算総

額を143億5,952万３千円とするものである。

　主な内容は、産業再生エリアの測量調査業務、

サマーフェスティバルの実行委員会等である。

小型動力ポンプ付積載車購入の締結

・契 約 方 法　　指名競争入札

・契 約 の 金 額　　699万8,400円

・契約の相手方　　㈱磐水社

　平成28年６月20日指名競争入札に付し、仮契

約を締結した小型動力ポンプ付積載車購入事業に

ついて、備品購入契約を締結するものである。
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いっぱん
質問 町政を問う!

◆営農再開について

　楢葉町の基幹産業は農業であ

る。町民に震災からの復興の姿が

一番最初に見えるのは農業である

と考える。

■問　町長が描いている原風景を取

り戻すとはどの様なことか。

■答　（町長）　震災前の楢葉には、

海、川、山、田園の美しく安らぎ

に満ちた自然に恵まれ、町の基幹

産業である農業を営む基盤とし

て、私たちは多くの恩恵を受けて

きた。さらに、伝統と文化を重ん

じ、地域社会の中で郷土愛に満ち

たすばらしい人格が形成されてき

たと感じている。これらがまさに

楢葉町の原風景であり、しっかり

その姿を取り戻すべく施策を展開

していきたい。

■問　原風景を取り戻す施策はどの

ようなものを考えているか。

■答　（町長）　本年度から本格的な

営農再開へ向けて農地面積の拡大

を目指すため農業従事者の状況に

応じた支援対策を構築したい。

　そして、行政区を復興する機運

づくり、地域の中で立ち寄れる場、

集まる機会づくりなどに積極的に

取り組んでいきたい。

■問　町が導入しようとしているカ

ントリーエレベーターの運用開始

の目標はいつか。

■答　（産業振興課長）　平成31年９

月を完成予定とみている。

■問　農業栽培の中で特に水稲栽培、

花き栽培、畜産について生産力を

上げるために何が必要と考えてい

るか。

■答　（町長）　生産者の皆さんと綿

密に打ち合わせを重ね、そこで得

られた課題や対策を精査し、双葉

農業普及所やＪＡなどの専門機関

と連携を図りながら農業者が安心

して営農再開に取り組めるよう後

押ししていきたい。

■問　飯舘村が進めている油糧作物

の推進が、６次化を考えても楢葉

町にとって、非常にいいものだと

考えているが、町の考えは。

■答　（産業振興課長）　地域に適合

するかいろいろな意見を伺いなが

ら今後検討していきたい。

■問　個人または生産組合等が農地

の規模拡大に図る場合、町が地権

者との間に入り、調整するシステ

ムをつくる必要があると考える

が。

■答　（町長）　農業をサポートする

観点から規模拡大を希望する生産

者のニーズを把握し、希望する地

区で大規模化でき

るよう農業委員会

などと連携して体

制整備を図りたい

と考えている。

◆葉北小学校について

　楢葉中学校は、平成29年４月

から小中学生の学校が再開され、

南小学校は、生涯学習施設として

使用すると聞いている。それでは、

北小学校は今後どのようにするの

か。

■問　北小学校をどのように考えて

いるか。

■答　（教育長）校舎、体育館ともに

解体する方向で進めている。

■問　北小学校の利活用は考えてい

るか。

■答　（教育長）校舎を解体した跡

地の利活用は、今後プロジェクト

チームを組織し、最も有効な活用

方法を検討していきたい。

■問　プールを残して消防水利とし

て利用するのも必要と考えるが。

■答　（教育長）　今後、検討してい

きたい。

■問　南北学校の統合の時期と思う

が町の考えは。

■答　（教育長）　今後南北小学校の

統合を含め、再開に向け求められ

ている課題を一つ一つ確実に解決

できるよう、保護者との意見交換

を行いながらきめ細かな対応をし

ていきたい。

鈴 木  恒 男　議員

解体が予定されている北小学校
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いっぱん
質問 町政を問う! 松 本  清 恵　議員

◆ 「新生ならは」の創造
　＝町長の基本姿勢は

　町長が掲げた基本姿勢やマニ

フェストから、町に山積する個々

の課題の解決に取り組むことと思

いますが、その基本理念は。

■問　町民間の意見の違いの多い課

題は。

■答　（町長）　しっかりとした説明

を行い、それぞれの立場について

丁寧に意見を伺っていく。

　また、町行政の代表として責任

ある決断を行っていきたい。

■問　安全・安心についてですが、

まず子どもとその教育に関するこ

とについて。

■答　（町長）　当分の間は少人数で

の再開となることが予想されるこ

とから、少人数だからこそできる

一人一人に目が届き、個人の理解

度に合った授業を展開することに

より、学力向上につなげていきた

い。

■問　食に対する安全管理は。

■答　（町長）　今後帰町する方が増

えるにつれ自家消費の野菜等を作

る方が増加すると思われるので、

自家消費用の食品等の検査を行っ

た上で摂取していただくよう広報

に努めていきたい。

■問　施設に対する安全管理は。

■答　（町長）　利用者が安全に利用

できるよう努めていきたい。

■問　環境の安全管理は。

■答　（町長）　安全な生活環境を確

認するための測定体制を一層充実

していきたい。

■問　インフラに関することについ

て。まず、医療、日常生活の入手は。

■答　（町長）　現在、コンパクトタ

ウン内の商業共同店舗の土地造成

に向けて測量調査設計を実施して

いるところであり、できるだけ早

く開業し町民の買い物環境の改善

に努めていきたい。

■問　道路など公共物の安全はどう

するのか。

■答　（町長）　道路の日常的なパト

ロールはもとより、公共施設の安

全管理やメンテナンスを持続的に

実施することにより安全に利用で

きるよう適切に維持管理に努めて

まいりたい。

■問　コンパクトタウンの中の商業

施設は29年３月までに間に合う

のか。

■答　（新産業創造室長）　29年３月

ということでは、大分おくれが生

じているのが現状である。

◆ 原発テロの対策はどのよ
うに把握しているのか。

■問　作業員の身元調査制度はどの

ようになっているか。

■答　（町長）　現在のところ制度化

されてはいないが、海外で導入さ

れている個人の信頼性確認制度を

原子力規制委員会において検討が

進められている。

■問　意識改革はどうか。

■答　（町長）　あらゆる事態に備え

て事前の準備をすることが重要で

あると考える。

　また、事業者等がテロ等に対す

る意識をさらに高めていくことが

必要である。

■問　特定重大事故等対処施設の設

置は。

■答　（町長）　国の新規制基準によ

り稼働する原発に整備することを

求めている。

◆ 町民が町民活動により受
けた損害を補償する制度
を作ってはどうか。

■答　（町長）　町が加入する保険で、

自主的な活動を実施する町民が活

動中に事故に遭われた場合に補償

する保険制度はなく、民間の傷害

保険等に加入するのが現状であ

る。

■問　町長が言う「新生ならは」の

創造に邁進していく中で、町民が

安心して、町の執行部と一緒に町

を再生していくためにはそういう

制度が必要ではないか。

■答　（総務課長）　社会福祉協議会

で行われている保険制度を有効に

活用した中で町民の後押しをして

いければと考えている。

■答　（復興推進課長）今後いろい

ろな制度もあるので、調べながら

よい方法で柔軟に対応したい。
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いっぱん
質問 町政を問う! 宇佐見  雅夫　議員

◆町長公約の展望について

　町長が公約として掲げたマニ

フェスト「４つの実現」とした政

策の展望について

■問　農業政策について。基幹産業

である農業を復活するため農業施

設の集約、ＩＴ技術やロボット技

術を活用し、未来の農業を開拓す

ると謳っているが、具体的にどの

ように進めるか。

■答　（町長）町の基幹作物である

水稲の復活が非常に重要である。

今後は、ＪＡと連携し、カントリー

エレベーターの等の農業関連施設

を町の中心に集約し、農業者の帰

還に向けた環境整備と次世代の担

い手育成を図っていきたい。

　また、国や県においても、ＩＴ

やロボット技術を活用した農業プ

ロジェクトが動き出していること

から戦略的な営農再開に取り組ん

でいきたい。

■問　農業再生には農地の集約化や

農事生産法人の立ち上げなどが必

要と考えるが。

■答　（町長）　農地集約をした中で

の営農再開に向けて町としても関

係団体と協議しながら進めていき

たい。

■問　学校教育について、小中連携

した教育を展開し、一人一人の健

やかな成長を図るとしているが、

その道筋は開けているか。また、

教育向上のため公設民営の学習塾

の運営はどうか。

■答　（教育長）　近隣町村と連携し

健康、スポーツ教育の推進、豊か

な心と体を育む教育環境を充実さ

せると共に、小中学生が助け合い、

学び合う楢葉ならではの教育を展

開していきたい。

　また、現在NPO法人や福島大

学などの協力により家庭学習、放

課後学習、長期休みの学習支援や

民間の学習塾の協力を得ながら町

内での学習塾の運営を検討してい

るところであり、夏休みから町内

での学習支援事業を実施できるよ

う準備を進めている。

■問　工業について、イノベーショ

ン・コースト構想の実現に向け、

新たな産業の集積を図るとし、国

際産学連携拠点の誘致、また、新

たな集積を目指す北部工業団地の

整備を掲げているが確たる展望が

あるのか。

■答　（町長）楢葉町においても遠

隔技術開発センターを中心にこれ

らの施設と連携を図りながら、大

学や技術者の研究拠点の誘致に向

けて引き続き取り組んでいきた

い。

　また、現在国や県の補助制度を

活用した企業の進出意向が多く寄

せられているので、ニーズに応じ

て柔軟に工業団地の整備を進めて

いきたい。

■問　医療について、ふたば復興診

療所の充実、緊急患者受け入れ病

院の設置など、双葉郡全体の医療

の充実を目指すとしているが、現

状と今後の具体的な計画を伺う。

■答　（町長）　ふたば復興診療所の

診療科目の新設や診療時間の延

長、救急受け入れ体制の整備など、

機能強化を念頭に双葉郡の医療体

制の充実を働きかけていきたい。

■問　水産業について、木戸川の鮭

を復活させ、楢葉町復興の広告塔

として強くアピールするとしてい

るが、どのようなイメージなのか。

　また、現在のふ化場、加工施設

に新たな機能や施設を加え、６次

化産業の拠点とすることを掲げて

いるが、具体的な道筋が描けてい

るのか。

■答　（町長）町の活気を取り戻すた

めには木戸川の観光資源の復活が

非常に重要であることから、ふ化

場や農林水産加工施設に合わせ、

木戸川の自然環境を学び触れるこ

とが出来る施設等を整備し、水産

物を中心とした地場産品を開発

し、町内外からの観光客の誘致を

図り、農業の再生や雇用の確保に

もつなげ、地域との交流を生み出

し、多くの楢葉ファンを増やして

いくことが木戸川を含めた６次化

につながると考えている。

■問　高齢者を支える対策として、

医療支援、生活支援、介護サービ

ス提供を一体的に展開できる基盤

整備を推進するとあるが、具体的

な展望は。

■答　（町長）生活支援相談員や民

生委員などの訪問による見守り活

動ややまゆり荘・リリー園の再開

などこれらの活動を一体的にとら

え、支援するには地域包括ケアシ

ステムの構築が急務となっている

ので、早急に体制を整備するため、

関係機関と協議を重ねているとこ

ろである。



い
っ
ぱ
ん
質
問

9平成28年８月５日　発行 9

いっぱん
質問 町政を問う!

◆ 今年になって天神岬が観
光施設の一部としてオー
プンされ、土日祝日には
かなりの人が来町してい
ると思います。

■問　天神岬スポーツ公園がリニュー

アルオープンされ、子供たちの遊

ぶ場所も整備され、この４月～５

月の大型連休には、何人利用され

たのか、統計をとっていればお示し

下さい。

■答　（町長）　温泉、レストランの

利用者数や宿泊数をもとに１日平

均約400名が利用していたもの

と推計している。

■問　滑り台の下が土で、「おしり

が汚れてしまう」と言うような意

見があるが、滑り台の下を芝生か

マットを引くような考えはあるの

か。

■答　（新産業創造室長）　現場を確

認し、芝生が適合するようであれ

ば考えていきたい。

■問　旧公園内の桜（古木）の上の

方が枯れているのが見受けられ

る、その剪定はするのか。

■答　（町長）今後、観光の名所と

して天神岬スポーツ公園内の桜の

手入れを進めていきたい。

　また、進入路の桜に関しても枝

枯れ調査を行い、剪定を実施して

いく。

■問　桜の消毒をすればもっと花が

咲くようになると思うが、桜の消

毒はするのか。

■答　（新産業創造室長） 今後、予

算化を検証し、来年の春までには

実施する方向で考えていきたい。

　　

■問　旧公園のバーベキューの炉は

改修するのか。

■答　（町長）全箇所を点検した結

果、破損箇所もなく現状のまま使

用することは可能である。

■問　フリーキャンプ場が今年度の

夏からオープンとのことだが、バー

ベキューの肉などは以前行ってい

た商工会で用意するような形はあ

るのか。

■答　（新産業創造室長）振興公社

と調整している。

■問　ビューポイント「みるー

る天神」脇の松が、松くい

虫で枯れ始まっている。土

日は、たくさんの人が訪れ

ているので、伐採すべきと

考えるがその予定はあるの

か。

■答　（町長）ご指摘の木は既

に伐採、処分が完了してい

るが、その他にも松くい虫

の被害と思われる木がある

ので適時対応していきたい。

■問　しおかぜ荘温泉露天風呂から

眺める太平洋は、見晴らしが最高

ですが、枯れた木が２・３本あり、

それを早く切ってほしいという要

望がでているが。

■答　（町長）　枯れた木が３本あっ

たので、去る５月26日に伐採し

た。

◆ 木戸川・井出川河川敷の
除染が中途半端で終了し
ているが、今後除染を実
施するのか。

■答　（町長）　昨年の10月から着手

しており、一般公衆の活動が多い

生活圏は、必要に応じ除染を実施

する流れになっている。

　また、木戸川ではサケのやな場

周辺や木戸川渓谷遊歩道など不特

定多数の方が訪れる河口なども実

施している。

◆ 現在帰町している人数
は、どのくらいか。また、
その中で老人は何％ぐら
いいるのか。老人から
は、買い物するのに不便
だという声がでている。
「デマンドタクシー・バ
ス」の運行は考えている
のか。

■答　（町長）　６月６日現在、帰町者

数は313世帯、536人である。

そのうち、65歳以上は298人、

75歳以上は133人となっている。

　また、デマンドバス・タクシー

の運行は事業開始当初から行き先

等の条件を大幅に緩和して運行し

ている。

■問　老人の方がわからない人が多

い。

■答　（復興推進課長）　しっかり周

知していきたい。

猪 狩  　 守　議員

現在の天神岬スポーツ公園
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いっぱん
質問 町政を問う!

◆ 特定用途建築物の建築に
あたって

■問　町は平成29年春を帰町目標

として災害公営住宅や商業施設な

ど生活環境の整備を目指している

が、しかしながら帰還の障害とし

て大きな問題となっているのが作

業員宿舎や旅館といった特定用途

建築物の乱立ではないか。そこで、

現在の作業員宿舎等の実態はどう

か。

■答　（町長）　６月１日現在、下宿、

民宿の設置数は、９件、764人、

作業員宿舎は11件、675人、合

計20件で1,439人である。

■問　さらに、現在計画中のものは。

■答　（新産業創造室長）　民宿、ホ

テルが１件、作業員宿舎が４件あ

る。

■問　個人間の家屋の賃貸借、即ち

民民契約の実態を把握している

か。

■答　（新産業創造室長）　町が把握

する方法はないので、把握してい

ない。

■問　特定用途建築物を建築する際

の手続きは。

■答　（町長）　県に確認申請を行い、

確認を受けた後、建築工事に着手

することができる。

■問　いままで周辺住民に周知して

建設されたのは何件か。

■答　（新産業創造室長）　４件の業

者で６回の説明会を実施したが、

チラシを配布して建設の計画を周

知したケースもある。

■問　広野町では、「まちづくりの

ための建築に係る手続き条例」を

制定したが、当町では住民不安の

解決策としてどのようなことを考

えているか。

■答　（町長）　防犯対策として町内

の24時間パトロールや防犯灯の

修繕、防犯カメラの設置、あるい

は見守り隊を実施してきた。さら

に、今定例会に条例案の制定を提

案したい。

■問　広野町の条例では、一人でも

多くの町民に戻ってもらうため

「町民の帰還促進を図ること」を

目的に掲げているが、当町におい

ても、条例を制定し特定用途建築

物の乱立に歯止めをかけ一人でも

多くの町民が帰還できるような生

活環境をつくるため努力していた

だきたい。

■答　（新産業創造室長）　町民、建

築主、町も入った三位一体の中で

良好な生活環境を築いていこうと

いう条例でありご理解願いたい。

◆ 指定廃棄物の搬入問題に
ついて

■問　国は、４月18日、フクシマエ

コテックの施設や土地を約69億円

で買い上げ、何としても指定廃棄

物を搬入しようと躍起になってい

るが、搬入路のある上繁岡、繁岡

両行政区は当初から「計画に反対、

白紙撤回を求める」と強く反発し

ている。そこで５月15日に開かれ

た国の住民説明会の内容は。

■答　（町長）　両行政区合わせて約

50名の町民が参加し、出席した

人たちからは計画に反対、白紙撤

回を求める意見も出され、さらに

風評被害対策の具体案がないこと

に不満も出ていた。

■問　私の知っている限りでもフク

シマエコテックの話が出てから周

辺住民の10軒くらいの人が帰還

を諦めて町外に家を求めたとうい

う話を聞くが、その移転費用を補

償すべきと思うが。

■答　（総務課参事）　交付金は、個

人給付には該当しないので、不安

を軽減できるような丁寧な説明を

引き続き国の方に求めていきた

い。

■問　両行政区の安全協定の締結が

搬入の前提条件と発言している

が。

■答　（町長）　国、県、二町との安

全協定の内容を十分精査すると同

時に行政区の皆様に丁寧な説明を

行い、様々な意見を集約後に搬入

するのが最善と考えている。

■問　去年の12月、町長はフクシマ

エコテックへの指定廃棄物の受入

れを県知事や富岡町長と一緒に容

認したが、搬入は地元両行政区と

の安全協定が締結されなければ認

めないということでよいか。

■答　（町長）　地元の理解とは、当

然地元との安全協定も含むので両

行政区との安全協定を締結された

後に搬入されるものと認識してい

る。しかしこの問題は楢葉町の問

題だけではなく、国の対応状況も

含めて総合的に勘案した中で富岡

町長あるいは郡内町村も含めてそ

の協議によって判断されていくも

のである。

要望　多少時間はかかったとして

も地元の声に耳を傾け、地元の安

全協定を先行してやるべきと要望

する。

結 城  政 重　議員
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◆生活圏の復興について、
　今後どのようにするか。

　復興に向けた取組は順調に進ん

でいると思うが、生活圏の復興に

ついて現在どのようで、また、今

後の見通しは。

■問　黒トンバックの移送に関する

取組状況は。

■答　（町長）　町内からの移送は、

昨年６月から９月末にかけ町内５

カ所の除染仮置き場から1,008

袋の除染廃棄物が中間貯蔵施設へ

移送され、今年度も波倉及び山田

浜仮置き場から7,000袋程度が

移送される予定である。

■問　第一原子力発電所の廃炉の進

捗状況は。

■答　（町長）１号機から３号機の

使用済み核燃料の取り出しに向け

た建屋カバーの解体や遮へい体設

置準備及び溶け落ちた燃料デブリ

の状況把握と工法の検討が行われ

ている。

　また、汚染水対策として３月か

ら陸側遮水壁の凍結が始まった。

■問　炉心溶融問題や汚染水の問題

など様々な問題がある中で、デブ

リ取り出しについては、今後、地

域住民にしっかりお知らせしてほ

しいと思うが、町の対応は。

■答　（環境防災課長）　今後もしっ

かり監視体制を町として構築して

いきたい。

■問　町民の帰還についての現在状

況と今後の見通しは。

■答　（町長）　現在の帰還者数は

536人となっている。

　今後の見通しは、３月に策定し

た「まち・ひと・しごと創生総合

戦略」「人口ビジョン」や住民意

向調査、従業者等の転入者を対象

とした推計の結果、平成32年で

人口は約4,800人、帰町者は約

3,400人と推計している。

■問　町を成り立たせていくにはど

のような方策を持っているか。

■答　（復興推進課長）　町民参画し

た中においてつくりあげていきた

い。

　また、もとの町に戻すだけでは

なく、新しい町をつくっていくと

いうことで復興計画にもあるよう

に、約200の施策を進めていく。

■問　今後開発していく北工業団地

は、どういう業者をどれくらい

持ってくるのか。

■答　（新産業創造室長）　イノベー

ション・コースト構想で掲げてい

る産業集積を目指してスマート・

エコパーク事業を導入しようと考

えている。

　また、廃炉関連作業や新しい分

野の産業誘致を考えている。

■問　老健施設を利用した中で福祉

の町、介護の町をつくってはどう

か。

■答　（住民福祉課長）　現段階では、

福祉に関しての人材確保が難しい

状況である。

■問　全国的に介護する人が少ない

というような状況だが、その辺を

是正する一つの手だてとして楢葉

町が名乗りを上げてはどうか。

■答　（町長）　福祉というのは、極

めて重要な問題の一つであり、町

でも手厚く手を入れていきたい。

■問　近い将来、帰還はしても、今

後何で生計を立ててゆけばよいの

か、不安材料がいっぱいあると思

うが、行政機関としてどうするの

か。

■答　（町長）　楢葉町復興計画の施

策を着実に展開し、町の基幹産業

であった農業の再生、企業誘致に

よる雇用創出、町内での商工業の

再開等、地域のなりわいを再生し

町民みずからの意欲により生きが

いや働きがいを持った生活を取り

戻すことができるよう、国・県と

連携を図りながら取り組んでいき

たい。

■問　行政機関として多様な要望に

どうやって応えていくのか。

■答　（町長）　県・国と連携しなが

ら、しっかりと町の形を作ってい

かなければいけない。

　それには、議会の理解と協力も

いただかなければこの状況はしっ

かりと越えることはできないの

で、改めて議員の皆さんにお願い

をしたい。

永 山  広 男　議員
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【調査日：平成28年５月11日～13日】

《幌延深地層研究センター》

●幌延深地層研究計画

　原子力発電の使用済燃料を再処理した際に発

生する高レベル放射性廃棄物を安全に処分する

ため地層処分技術に関する研究開発のうち、国

の計画に示された深地層の科学的研究や地層処

分研究開発等を行っている。この研究で得られ

る成果は、国が行う安全基準等の策定や実施主

体が進める最終処分事業の基盤情報として活用

される。

《幌延町》

●幌延町の概要

　幌延町は、北海道の北部、日本海に面し、南

西部は天塩川を境として天塩町に接し、南は中

川町に隣接しており、人口は約2,600人の町

である。基幹産業は酪農で、現在の酪農家戸数

は78戸である。

●幌延深地層研究計画に係る経緯

　平成10年に深地層研究所計画申し入れ。

　平成12年、深地層の研究の推進に関する条

例可決。幌延町における深地層の研究に関する

協定締結（第２条には放射性廃棄物を持ち込む

ことや使用することはしない。第３条に譲渡ま

たは貸与しない。第４条に研究終了後は、埋め

戻す。第５条に放射性廃棄物の最終処分場、中

間貯蔵施設を設置しない）

　平成18年幌延深地層研究センター地上施設

完成。

《まとめ》

　今後、施設等の誘致については、住民が十分

納得できるまで説明会等を開催し、また勉強会

や見学会を開くなど地域住民の理解と信頼、協

力を得ることが重要であると思料される。

委員会の
うごき

＝ 各委員会の活動状況などについてお知らせします ＝

総務環境常任委員会

深度350ｍ坑道の安全を確認

【調査日：平成28年５月24日】

　未だ放射線に対する不安の声が町民から見受けら

れる中で、町内の仮置場の放射線量の状況や除染の

進捗について調査した。

《事後モニタリングの結果》
●空間線量率の平均値

・除染前　→　除染後	 約41％低減

・除染前　→　事後モニタリング　　	約63％低減

●宅地の空間線量率の平均値の分布

・0～0.23μSv/h　　　1,377世帯

・0.24～0.50μSv/h　	1,154世帯

・0.51～0.75μSv/h			　	 26世帯

・0.76μSv/h～　　　	　　 	 0世帯

●仮置場からの廃棄物の搬出

　平成28年度の本格輸送は、海岸防災事業に支

障となる波倉仮置場、山田浜仮置場から輸送を予

定している。輸送量は、7,000袋程度である。

●仮設焼却施設への搬出

　現在、波倉地区に整備中の仮設焼却施設が11

月から稼働を予定しており、稼働後は１日200

トンの可燃性の災害廃棄物、家屋解体廃棄物、除

染廃棄物の減容化を図る計画である。

《まとめ》
　町としても住民の心配の声等に対応するためモ

ニタリングやリスクコミュニケーションを丁寧に

進めるとともに、年間0.23μSv/hまでに下げる

よう、個々の現場に応じたフォローアップ除染を

国に実行させるよう強く要望する。

◆放射線量の状況と除染の進捗を調査

◆高レベル放射性廃棄物の地層処分の研究開発の視察調査
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【調査日：平成28年４月22日】

　認知症の人やその家族を支援するため、また高齢

者福祉の施策に生かすため、認知症サポーターにつ

いて講習を受け、また「やまゆり荘」及び特別養護

老人ホーム「リリー園」について、避難指示解除後

の介護現場の状況を視察調査した。

《認知症サポーター養成講座》
●認知症サポーター

　認知症について正しく理解し、偏見を持たず、

認知症の人や家族に対して温かい目で見守ること

である。

●認知症とは

　いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり

して、脳の司令塔の働きに不都合が生じ、さまざ

まな障害が起こり、生活する上で支障が、およそ

６ヶ月以上継続している状態を指す。

●認知症の予防について

　認知症発症のリスクを少なくすることである。

高血圧症、高脂血症、肥満などの対策が有効。ま

た、生活習慣病対策には、発症を遅らせる効果が

認められている。

《やまゆり荘》
●やまゆり荘の現況

　平成27年11月４日に再開所し、その後28年

３月からスタートした。現在の利用者数は、29名。

　利用時間は、午前９時30分から午後３時まで

である。一日のスケジュールとしては、朝来たと

きに健康チェックを行い、軽い体操、入浴、リハ

ビリ、昼食の後軽い体操、ゲーム等で帰宅となる。

《特別養護老人ホーム「リリー園」》
●入所者可能数（現在）

・入 所 者 数　　	長期入所者22床、ショートステ

イ２床の計24名

・待　機　者　　10名

・介護職員数　　10名

（フルタイム８名、パート２名）

●人材確保

　今後、多くの町民が帰還し、今より入所希望者

が増加すると介護職員の増員が必要となり、現在

募集をかけているが、双葉郡からの応募はない。

　なお、県外からの応募はあるが、住居の問題が

発生している。

●経営状況

　本来90床の入所施設であったが現在は24名し

か受け入れられず、当然、採算があわない。現在、

営業損害や財物賠償の東電賠償等で経営している

が、営業損害は平成27年２月に打ち切られ、財

物賠償だけでは平成30年には底をついてしまい、

その後は赤字が発生してくると予想される。

《まとめ》
　少子高齢化の進行はもとより地域社会の機能や

世帯構造が大きく変化する中で、高齢者福祉のあ

り方が大きな課題となってきている。さらに認知

症患者が年々増加している。今後、町では高齢者

福祉に対し地域社会全体で見守りながら、積極的

な予防対策と今以上の施策を考えるべきである。

　また、「リリー園」は東電賠償の営業損害等が

実態にあった賠償として認定されなければ、引き

続き経営していくには厳しい状態である。高齢者

人口が増えている中で、楢葉町の復興には「リリー

園」の再開が必要不可欠である。今後、議会や町

としても賠償問題などを国や東京電力に対し要望

していくべきであると思料される。

◆介護、福祉施設等の状況調査

認知症について学ぶ

経済福祉常任委員会

やまゆり荘の現況を調査
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【調査日：平成28年５月18日】

　廃炉等の概要、また炉心溶融の公表に関する経緯

等について東京電力ホールディングス㈱より説明を

受けた。

《廃炉・汚染水対策の概要》
▽「廃炉」の主な作業項目と作業ステップ

　４号機使用済燃料プールからの燃料取り出しが

完了。

　１～３号機の燃料取り出し、燃料デブリ取り出

しの開始に向け準備作業を進める。

▽「汚染水対策」の３つの基本方針と主な作業項目

・方針１…汚染源を取り除く

・方針２…汚染源に水を近づけない

・方針３…汚染水を漏らさない

▽	福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた取組

状況

・タンク近傍の配管からの滴下

・敷地内の線量低減

・高温焼却炉建屋滞留水水位の上昇

・	１号機原子炉建屋カバー内散水設備

　ノズルユニットの設置完了　　　等

《福島第二原子力発電所の近況》
・燃料の安定供給

・発電所周辺の放射線量計測状況

・非常時に電気を供給するディーゼル発電機の点検

・原子力災害に備えた総合訓練

・災害撲滅に向けた安全総決起集会

・福島第一の後方支援

　

《炉心溶融の公表に関する経緯》
・３月11日	・東北地方太平洋沖地震発生

　　　　　　・	原災法10条通報（１・２・３号

機全交流電源喪失)

　　　　　　・	原災法15条報告（１・２号機非

常用炉心冷却装置注水不能)

　　　　　　・原子力緊急事態宣言発令

・３月14日	・	原災法通報続報（３号機炉心損

傷割合約25％を通報）

　　　　　　・	原災法通報続報（１号機炉心損

傷割合約55％を通報）

・３月15日	・	原災法通報続報（２号機CAMSを

通報）

　　　　　　・	原災法通報続報（２号機炉心損傷割

合約33％を通報）

　　　　　　・	炉心損傷割合について、１号機で約

70％、２号機で約33％、３号機で

約25％である旨を公表。

・５月15日	・1・2・3号機の炉心溶融を公表

▽炉心の状態を判断する具体的手順

　「１時間に1,000Sv/h超えた場合および１時

間以降は５％希ガス放出曲線を超過した場合は

「炉心溶融」と判断する」ことが定められている。

事故当時、γ線計測値が「炉心損傷割合25％」

と読み取りそのまま報告したが、このケースでは、

炉心損傷割合25％（＞５％）なので、「炉心溶融

である」と判断すべきであった。

《まとめ》
　東京電力では、福島第一の原発事故時に核燃料

が溶け落ちる炉心溶融の判断基準を定めたマニュ

アルがあったにもかかわらず誰も気づかず公表が

遅れてしまった。

　今後、第三者検証委員会において検証を進める

と言うことだが、その検証に対して最大限の協力

を行い、検証結果について速やかに公表すべきで

ある。

　また、30年から40年かかると見込まれている

廃炉作業に向けて、町民に不安、不信感を与えず、

より一層の情報公開をしっかりとすべきであり、

東京電力と地域住民お互いが信頼できるよう強く

要望した。

◆原子力発電所の安全に関する調査

原子力発電所安全対策常任委員会

炉心溶融について説明を聞く



議
会
の
足
跡

15平成28年８月５日　発行

日付 ４　　　　月

1 辞令交付式

6
楢葉南・北小学校入学式

楢葉中学校入学式

7 あおぞらこども園入園式

8
県立ふたば未来学園高等学校入学式
（広野町）

11 昭和32年卒中学校同窓会

21 東邦銀行楢葉支店オープン式

20
東日本大震災及び原子力災害に関する
特別委員会

24 消防団春季検閲式

26 議会全員協議会

28 双葉地方町村議会議長会（福島市）

日付 ５　　　　月

11
東日本大震災及び原子力災害に関する
特別委員会（北海道）

12

13

18

福島県議会企画環境委員会視察調査

双葉地方広域市町村圏組合議会総務常
任委員会（広野町）

19
全国原子力発電所所在市町村協議会総
会（東京都）

20 福島県町村議会広報研修会（郡山市）

21 楢葉南・北小学校春季大運動会

24
東日本大震災及び原子力災害に関する
特別委員会

25 原発サミットAブロック実行委員会
（仙台市）26

27

双葉地方広域市町村圏組合議会定例会
（広野町）

第１回双葉地方土地開発公社理事会
（広野町）

30
全国町村議会議長・副議長研修会
（東京都）

日付 ６　　　　月

1 議会運営委員会

3 合同委員会

6
福島県町村議会議長会定期総会
（福島市）

8

６月定例会9

10

15 あやめ祭り（会津美里町）

17 木戸川鮭ふ化施設等竣工式

22 議会運営委員会

23 佐野地区社宅落成式

24 第５回６月臨時会

28 福島県原子力発電所所在町協議会総会

「議会報」の役割やあり方について学ぶ

　５月20日、ビックパレットふくしま（郡山

市）で、福島県町村議会議長会主催の議会広報

研修会が開催され、当議会では主管である総務

環境常任委員会が参加し、改めて「議会広報」

の持つ意味・役割・効果について強く認識でき

ました。

　研修会では、議会報の役割やあり方、企画か

ら編集写真の扱い方などを学びました。

　また、「議会広報クリニック」として各町村

の議会報の写真の使い方や見出しのスペースや

大きさなどクリニックを行いました。

議会の足跡【４月～６月】
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☎0240-23-6132　Fax0240-25-5564

平成28年９月定例会は、９月中旬ごろ開催の予定です。

● 場　所
　	楢葉町役場庁舎	３階	議場

	（双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂５－６）

≪問い合わせ先≫

	葉町議会事務局
  ☎ 0240-23-6132

【開会日は、予定ですので変更となる場合があります。 予めご了承ください。】

暑中お見舞い申し上げます
　政治家は、公職選挙法により新盆に香典を持参することを禁じています。このことから、葉町議会では、

今年から新盆の「ご仏前」自粛を申し合わせいたしました。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

　平成28年６月６日開催の福島県町村議会議長会定期総会

において、結城政重議員が議会議員として20年以上在職し、

地方自治進展に功労があったとして、福島県町村議会議長よ

り、特別功労表彰の栄誉に浴されました。

　心からお祝い申し上げます。
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